
本局応急車賃貸借保守業務仕様書 

 

１ 総則 

 本仕様書は、川崎市交通局（以下「当局」という。）本局において使用する軽貨物自動車に

係る令和７年度に賃貸借及び保守業務として発注する車両の仕様を示すものである。本仕様に

ついては、道路運送車両法、保安基準及びその他関係法令等に適合させる車両であること。 

なお、詳細にわたり明記しない事項があっても、当然必要とする機器、機構及び装備類につ

いては、本市の指示の有無にかかわらず全て受注契約者の責任において完備するものとし、本

車両に採用する諸資材は、関係法規に合格する一級品であり、かつ、新品なものとする。 

 

２ 賃貸借期間 

令和８年３月１日から令和１５年２月２８日までの８４ヶ月とする。 

 

３ 借入物件の数量及び使用場所 

（１） 軽貨物自動車 (二輪駆動) １両 川崎市交通局本局（川崎区砂子１－８－９） 

 

４ 軽貨物自動車の主要諸元 

（１）車種    軽貨物自動車 

（２）形状    バン 

（３）ボディ色  シルバー又はこれに近い色 

（４）全長    ３，４００ｍｍ以内 

（５）全幅    １，４８０ｍｍ以内 

（６）全高    １，８００ｍｍ以上２，０００ｍｍ以内 

（７）乗車定員  ２名（最大乗車定員４名） 

（８）最大積載量 ２名乗車時３５０㎏以上（４名乗車時２５０㎏） 

（９）ドア数   ５ドア（フロント左右・リア左右スライドドア・バックドア） 

（10）総排気量  約６６０ＣＣ 

（11）使用燃料  無鉛レギュラーガソリン 

（12）駆動方式  二輪駆動 

（13）ミッション ＣＶＴ 

   ※ 想定車種：スズキ エブリイ ＪＯＩＮ ２ＷＤ レーダーブレーキサポート装着車 

 

５ 軽貨物自動車の共通環境基準 

(ア) 「２０２２年度燃費基準」達成車 

 

６ 軽貨物自動車の共通主要装備 

(ア) 運転席・助手席ＳＲＳエアバック 

(イ) ＥＢＤ付ＡＢＳ 

(ウ) オートエアコン（マニュアルエアコンでも可） 



(エ) 衝突被害軽減自動ブレーキシステム 

(オ) 地図更新機能（車検時）・ＡＭ・ＦＭラジオ機能付カーナビゲーションシステム（テレ

ビが映らないもの、社外品も可） 

(カ) バックモニター機能 

(キ) ドライブレコーダー（車両前後の映像を録画できるものとする） 

(ク) ラジアルタイヤ及びスタッドレスタイヤ（ホイール付。タイヤ保管は受注者保管とす

る） 

(ケ) サイドバイザー 

(コ) フロアカーペットマット 

(サ) パワーウインドー（前・後） 

(シ) 保安用具（懐中電灯・停止表示板） 

(ス) 取扱説明書 

＊ 各装備品で取り付け費用が必要な場合は取り付け費用を含む。 

 

７ 賃貸借料に含まれる費用 

① 登録諸費用 

② 自動車取得税 

③ 自動車税（賃貸借期間の全額） 

④ 自動車重量税（賃貸借期間の全額） 

⑤ 自動車損害賠償責任保険料（賃貸借期間の全額） 

⑥ 賃貸借契約完了時の車両撤去費用 

⑦ リサイクル料金 

⑧ その他、当然必要とする費用 

 

８ 保守内容 

(１) 継続車検 

(２) 定期点検 

(３) 一般修理 

(４) エンジンオイル及びエレメント交換 

(５) 点検時に必要な油脂類、消耗部品の交換 

(６) バッテリー 

(７) ラジアルタイヤ 

(８) スタッドレスタイヤ 

(９) 車検代車（現車と同等なもので、車検期間初日より提供） 

(10) 整備代車（現車と同等なもので、定期点検、一般修理期間初日より提供） 

 

９ 支払い 

(１) 賃貸借保守料は月払いとする。 

(２) リース業者は毎月１日から末日までの賃貸借保守料の請求書を翌月５日（５日が土

休日のときは次の平日）までに局へ提出するものとする。 



(３) 局は前項の請求が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から３０日以

内に賃貸借保守料を受託者に支払うものとする。 

 

１０  その他 

① 継続車検、定期点検、一般修理等の引き取り、納車はリース業者が行う。 

② 事故等により車両を入庫する修理工場は、原則として川崎市競争入札参加資格業者と

する。 

③ 事故等に伴う修繕に係る疑義が生じた場合は、当局とリース業者で協議して解決する

ものとする。 

④ 代車使用時での事故等は、リース業者の保険を使用し、当局とリース業者で協議して

解決するものとする。 

⑤ 任意保険は、「全国市有物件災害共済会」の保険とし、保険料は当局が支払うものとす

る。 

⑥ 検査については、当局の完成、完納検査を受けるものとする。 

⑦ 納車については、当局の指定する場所に納車すること。 

⑧ 賃貸借期間満了の際、当局の申し出により双方協議のうえ、当該物件について再リー

スを行うことができるものとする。 

⑨ この仕様に定めのない事項及び疑義が発生した場合は、その都度当局と協議を行うも

のとする。 

⑩ 年間走行距離は１０，０００ｋｍを想定 

－以下余白－ 


